
産学官共同研究等支援要綱 

 
産学官共同研究等支援要綱を次のように定める。 

 
（目的） 

第１条 県内企業等（県内に主たる事業所を有する企業、各種協会または非営利団体等

をいう。以下同じ。）が、大学等（県内の大学、短期大学または高等専門学校をいう。

ただし、公益財団法人福井県建設技術公社理事長（以下「理事長」という。）が認め

たときはこの限りでない。以下同じ。）ならびに福井県の技術指導および協力のもと

で相互に技術知識を交換し、研究を分担することによって共同して行う産学官共同研

究（以下「研究」という。）または研究成果の事業化に先立ち実施する先導的な社会

実験もしくは実証実験等（以下「実験等」という。）に対して、公益財団法人福井県

建設技術公社（以下「公社」という。）が大学等にかかる研究または実験等（以下「研

究等」という。）に要する経費の補助を行なう支援については、この要綱に定めると

ころによる。 
 
（産学官共同研究等支援申請書） 

第２条 理事長は、研究等を行う県内企業等に、様式第１による産学官共同研究等支援

申請書を提出させるものとする。 
 
（産学官共同研究等支援契約） 

第３条 理事長は、当該申請に係わる研究等が、共同で行われることにより効率的に実

施できるものであり、かつ県内企業等が共同で研究等を行うのに十分な技術的能力お

よび経済的能力を有すると認めるときは、産学官共同研究等支援契約を締結すること

ができる。 
 
（産学官共同研究等支援契約書） 

第４条 前条の規定により産学官共同研究等支援契約を締結しようとするときは、様式

第２による産学官共同研究等支援契約書により契約を締結するものとする。 
 
（共同研究等の管理） 

第５条 県内企業等は、産学官共同研究等を一元的に管理し、効率的かつ適正に行わな

ければならない。 
２ 大学等および福井県に対する共同研究の申請等の手続は、県内企業等が行うものと

する。 
 
（知的財産権） 

第６条 公社に属する職員が産学官共同研究等支援事業を通じて知り得た成果を、知的

財産権として登録することを禁ずる。 
２ 共同研究グループ（県内企業等、大学等および福井県）に属する研究員が産学官共



同研究等の成果を知的財産権として登録しようとするときは、事前に理事長の同意を

得るものとし、知的財産権は共同研究グループに帰属するものとする。 
３ 既存の知的財産権に抵触する等により紛争が生じた場合は、共同研究グループを代

表して共同研究者が一切の対応にあたるものとし、公社はその責を負わないものとす

る。 
知的財産権：著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他 
 

（研究等結果の公表） 
第７条 県内企業等は、産学官共同研究等支援の契約期間終了後、研究等の結果報告書

を提出し、理事長はその結果報告書を公社のホームページで公表するものとする。た

だし、県内企業等が業務上支障があるため研究等の結果を公表しないよう申し入れた

場合は、県内企業等、大学等および福井県の利害のある事項について秘密を保持する

ものとし、研究結果の一部または全部を公表しないことができる。 
 ２ 研究等の結果報告書の印刷製本（冊子の作成）および講習会を行う場合は、公社

がその費用の一部または全部を負担することができる。 
 
（経費の補助） 

第８条 研究に要する経費については、各研究者が負担するものとする。ただし、研究

が公社の事業推進に資する等、公社の補助が妥当と認められる場合は、予算の範囲内

において大学等の経費についてその一部を公社が補助する。なお、その限度額は１件

あたり１００万円とする。 
２ 実験等に要する経費については、各研究者が負担するものとする。ただし、県内

企業等が非営利の団体等であって、実験等の目的が非営利であり、かつ、公社の事業

推進に資する等、真に公社の補助が妥当と認められる場合に限り、予算の範囲内にお

いてその実験等に要する大学等の経費についてその一部を公社が補助する。なお、そ

の限度額は、実験等に要する経費の１／２かつ７００万円以内とする。 
３ 産学官共同研究等支援の契約期間終了後、県内企業等は、様式第５による完了実

績報告書を提出するものとする。 
 
（契約および実施期間） 

第９条 研究の契約期間は１年以内とし、補助期間は３年を限度とする。実験等に要す

る経費の補助期間は１年を限度とする。 
 
附則 この要綱は、平成１２年 ４月 １日から施行する。 
附則 この要綱は、平成１８年 ４月 １日から施行する。 
附則 この要綱は、平成２０年 ２月 １日から施行する。 
附則 この要綱は、平成２０年 ５月 １日から施行する。 
附則 この要綱は、平成２０年１２月 １日から施行する。 
附則 この要綱は、平成２４年 ４月 １日から施行する。 
附則 この要綱は、令和 ４年 ８月 １日から施行する。 
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